
号

外

一�
令

和

七

年

五

月
三
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理

に
関
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
ど
も
家
庭
課)

三

○
岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

里
川
・
水
産
振
興
課)

四

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
義
務
教
育
課)

四

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

五

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

生
活
安
全
総
務
課)
五

訓

令

甲

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

五

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
第
二
十
九
号
中

｢

第
三
十
三
条
第
九
項｣

を

｢

第
三
十
三
条
第
十
八
項｣

に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中｢

第
三
十
三
条
第
十
一
項｣

を｢

第
三
十
三

条
第
二
十
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

(

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

( ) 令和７年５月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
五
月
三
十
日



第
一
条

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
号
様
式
中｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
二
面
中｢禁

錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
｣

を｢拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
こ
と
(刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正
前
の
刑

法
(明
治
40年
法
律
第
45号
)
第
13条
に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
含
む
｡)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
様
式
裏
面
中｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
退
職
消
防
団
員
報
償
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

岐
阜
県
退
職
消
防
団
員
報
償
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
た
だ
し
書
中｢

第
十
四
条
第
二
項
第
十
九
号｣

を｢

第
四
条
第
二
項
第
十
九
号｣

に
改
め

る
。第

五
条
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
、｢

行
な
わ
な
い｣

を｢

行
わ
な
い｣
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中｢

禁
錮こ｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

前
各
号｣

を｢
前
三
号｣

に
、

｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中｢

懲
役
、
禁
錮こ｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
、｢

場
合
、｣

を｢

場
合
若
し
く
は
留

置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場
合
、｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十

三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
裏
面
中｢よ

ご
し
た
り
｣

を｢汚
し
た
り
｣

に
、｢な

く
し
た
｣

を｢紛
失

し
た
｣

に
、｢ま
た
は
｣

を

｢又
は
｣

に
、｢怠

た
る
｣

を

｢怠
る
｣

に
、｢禁

錮
以
上
の
刑
｣

を

｢拘
禁
刑
以
上
の
刑
(刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正

前
の
刑
法
(明
治
40年

法
律
第
45号

)
第
13条

に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
を
含
む
｡)
｣

に
改
め

る
。別

記
第
二
十
六
号
様
式
中｢禁

錮
以
上
の
刑
に
｣

を｢拘
禁
刑
以
上
の
刑
(刑
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
(明
治
40年
法
律
第
45号
)
第
13

条
に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
を
含
む
｡)
に
｣

に
、｢禁

錮
以
上
の
刑
の
｣

を｢拘
禁
刑
以
上
の
刑

(刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
13条
に

規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
を
含
む
｡)
の
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
七
条

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
八
中｢は

い
か
｣

を｢は
い
か
い
｣

に
、｢第

18条
｣

を｢第
17条

｣

に
、｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
八
条

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
裏
面
中｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
九
条

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県

規
則
第
七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢一

に
｣

を｢い
ず
れ
か
に
｣

に
、｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
十
条

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十

五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
八
中｢禁

錮
以
上
の
刑
｣

を｢拘
禁
刑
以
上
の
刑
(刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
(明
治
40年
法
律
第
45号
)
第
13条

に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
を
含
む
｡)
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正)

第
十
一
条

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中｢

禁
錮｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
十
二
条

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第

九
十
七
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規
則
の
規
定
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処

せ
ら
れ
た
者
は
無
期
の
禁
錮(

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法(

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下｢

旧
刑
法｣

と
い

う
。)

第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
の
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者

は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留(

以
下｢
旧
拘
留｣

と
い
う
。)

に
処

せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

(

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役(

旧
刑
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設(

少
年
法(

昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
六
十
八
号)

第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
又
は
留
置
施
設
に
留
置
さ

れ
て
当
該
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
若
し
く
は
禁
錮

又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
又
は
拘
留

の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
と
、
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
若
し
く

は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑

又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

同
条
第
八
項
か
ら
第
十
一
項｣

を｢

同
条
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中

｢

を

｣
｢
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に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号

岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第
百
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
通
信
の
妨
害
そ
の
他
の
当
該
命
令
に
係
る
電
子
機
器

の
機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中｢

者
は｣

を｢

場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は｣

に
、｢

懲
役｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
改
め
、
同
項
各
号
中｢

者｣

を｢

と
き
。｣

に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中｢

者｣

を｢

と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定(｢

懲

役｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号
・
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢禁

錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
｣

を｢拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
(刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
４
年
法
律
第
67号
)
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
(明
治
40

年
法
律
第
45号
)
第
13条
に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
含
む
｡)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢禁

錮
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢懲

役
｣

を｢拘
禁
刑
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
五
十
九
号
を
第
六
十
二
号

と
し
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
三
十
八
号
中｢

第
三
十

三
条
第
十
一
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
二
十
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
四
十
一
号
と
し
、
同
欄
第

三
十
七
号
中｢

第
三
十
三
条
第
十
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
十
九
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
四
十

号
と
し
、
同
欄
第
三
十
六
号
中｢

第
三
十
三
条
第
九
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
十
八
項｣

に
改
め
、
同

号
を
同
欄
第
三
十
九
号
と
し
、
同
欄
第
三
十
五
号
中｢

第
三
十
三
条
第
八
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
十

七
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
十
八
号
と
し
、
同
欄
第
三
十
四
号
中｢

第
三
十
三
条
第
六
項｣

を

｢

第
三
十
三
条
第
十
五
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
十
七
号
と
し
、
同
欄
第
三
十
三
号
中｢

第
三

十
三
条
第
五
項｣
を｢
第
三
十
三
条
第
十
四
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
十
六
号
と
し
、
同
欄
第

三
十
二
号
中｢

第
三
十
三
条
第
四
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
十
三
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
十

( ) 令和７年５月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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事
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会
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五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

32

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
状
の
請
求

33

法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
の
解
除
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

裁
判
の
取
消
し
の
請
求

34

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
七
年
五
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


